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１．基準料率改定の前提及び基準料率の算出方法

（１）基準料率改定の前提

（２）基準料率の算出方法(注)

（注）すべての車種、地域及び保険期間を合計した値である。

参 考基準料率の算出方法

※１ 2025年度料率検証結果における
2026契約年度損害率（127.3％）

・ 水準是正
2025年度料率検証結果に基づく所要水準※１に是正

・ 滞留資金の活用
2025年度末の滞留資金見込額（5,215億円）を収支均衡期間で活用

① 純保険料率

※２ 2025年度料率検証結果における
2024年度支出社費（2,286億円）

・ 水準是正
2025年度料率検証における実績値※２をベースに、収支均衡期間内の収支が
均衡するように、収支均衡期間内の各年度の所要額の平均値として算出

・ 累計社費収支残の償却
2025年度末の累計社費収支残見込額（▲421億円）を収支均衡期間で償却

② 社費

※３ 現行基準料率における代理店手数料
（1,735円）

・ 水準是正※３

2024年度における契約１件当りの所要額をベースに、収支均衡期間内の収支が
均衡するように、収支均衡期間内の各年度の所要額の平均値として算出

③ 代理店手数料

※４ 賦課金率・賦課金係数

（Kは保険期間の１年に対する割合）

※５ 車種を３グループに分類したうえで、
１台あたりの年間負担額を
100円、125円、150円として設定

・ 政府保障事業に充当する賦課金（純保険料率および社費に対する賦課金の割合）
は据置き※４

・ 被害者保護増進等事業に充当する賦課金は据置き※５

④ 賦課金

2026年11月１日① 改定の実施日

５年間② 収支均衡期間

5
・ 純賦課金率 10,000

2
・ 付加賦課金率 1,000

K
付加賦課金係数 K+4
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２．基準料率の改定率計算（注１）

億円4,3582026契約年度収入純保険料Ａ．

水 準 是 正

純

保

険

料

率

億円5,5462026契約年度支払保険金Ｂ．

%127.3損害率（Ｂ÷Ａ）Ｃ．

％27.3水準是正による改定率（Ｃ－100.0％）Ｄ．

億円5,2152025年度末における滞留資金見込Ｅ．

滞 留 資 金 の 活 用 億円21,7752026～2030契約年度収入純保険料Ｆ．

％▲24.0滞留資金の活用による改定率（▲Ｅ÷Ｆ）Ｇ．

％（注３）3.3純保険料率改定率（Ｄ＋Ｇ）Ｈ．

％9.0水準是正による改定率Ｉ．水 準 是 正

社 費

付

加

保

険

料

率

％3.82025年度末における累計社費収支残見込の償却による改定率Ｊ．累計収支残の償却

%（注４）12.9社費改定率（Ｉ＋Ｊ）Ｋ．

％（注５）4.4水準是正による改定率Ｌ．代 理 店 手 数 料

％6.2合計（Ｈ×0.585＋Ｋ×0.298＋Ｌ×0.102）（注２）Ｍ．基 準 料 率 改 定 率

（注）１．すべての車種、地域及び保険期間を合計した値である。

２．Ｍ欄の算式中の数値は、現行基準料率の構成割合である。
（純保険料率：58.5%、社費：29.8%、代理店手数料：10.2%、被害者保護増進等事業に充当する賦課金：1.5%）

３．202６年１１月基準料率改定後の純保険料率の予定損害率は、123.2％（＝ ）となる。
127.3%

100.0%+3.3%
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２．基準料率の改定率計算

（注）４．改定後の契約１件当り社費

改定後の支出社費は、賃金、物価、社会保険等の増減率及び契約台数、支払件数の増減率を勘案して算出

（注）５．改定後の契約１件当り代理店手数料

改定後の代理店手数料は、賃金、物価の増減率を勘案して算出

改定基準料率現行基準料率

1,175 円1,360 円人 件 費
代

理

店

手

数

料

637 円375 円物 件 費

1,812 円1,735 円代理店手数料計

4.4％改 定 率 －１

改定基準料率現行基準料率

計損害調査費営 業 費計損害調査費営 業 費

円円円円円円事

業

費

支

出

社

費

3,3231,2242,0993,3801,1252,255人 件 費

1,8203971,4231,291347944物 件 費

370103267374109265そ の 他 の 事 業 費

5,5131,7243,7895,0451,5813,464支 出 社 費 計

1944115311▲ 617
累 計 社 費 収 支 残 見 込
(赤字償却・黒字還元分)

5,7071,7653,9425,0561,5753,481社 費

12.9％改 定 率 －１
(Ｂ)

(Ａ)

(Ｂ)

(Ａ)
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4

純保険料
(契約者負担額)

現行純保険料率水準

2022年度末
滞留資金

7,239億円

支払保険金

収支均衡

純保険料
(契約者負担額)

2025年度検証結果に基づく水準

支払保険金

収支均衡

▲６％程度（Ａ.損害率の改善）

純保険料
(契約者負担額)

2025年度末
滞留資金

5,215億円
2022年度末

滞留資金
7,239億円

＋３.3％（Ａ＋Ｂ）

（参考）現行純保険料率との比較（損害率の改善と滞留資金の取崩し）

Ａ． 現行純保険料率（2023年４月改定）は予定損害率を133.5%と設定しているのに対し、2026契約年度の損害率は127.3%となる

ことが見込まれ、これによって、６％程度（127.3%－133.5%）の引下げ（下図Ａ）

Ｂ． 他方、滞留資金は現行純保険料率算出時と比べて2,000億円程度減少（5,215億円－7,239億円）しており、純保険料（赤字部分）に

充当する滞留資金の減少によって、９％程度（注）の引上げ（下図Ｂ）

（注）2,000億円（滞留資金の減少額） ÷ 21,775億円 （収支均衡期間５年間の収入純保険料総額見込み） ≒ ＋９％程度

現行の純保険料率を平均３.3％引上げ（下図Ａ＋Ｂ）

（参考）滞留資金の減少考慮前

＋9％程度（Ｂ.純保険料（赤字部分）
に充当する
滞留資金の減少）

２．基準料率の改定率計算



３．車種別純保険料率改定率（注１）

（ 注 ） １ ． す べ て の 地 域 及 び 保 険 期 間 を 合 計 し た 値 で あ る 。

２ ． 保 険 成 績 を 安 定 的 に 把 握 す る た め に は 、 デ ー タ 量 を 確 保 す る必 要 があ る た め 、 1 2 車 種 区 分 に 統 合 し て 車 種 別 損 害 率 を 算 出 し て い る 。

３ ． 車 種 別 純 保 険 料 率 改 定 率 （ Ｃ ） 欄 は 、 2 0 2 ６ 契 約 年 度 車 種 別 損 害 率 （ Ａ ） 欄 を 基 に 、 改 定 後 の 車 種 別 予 定 損 害 率 （ Ｂ ） 欄 が 全 車 種 合 計の 予 定 損 害率
と 同 一 （ 1 2 3 . 2 ％ ） と な る よ う に 算 出 し て い る 。

（ 例 ） 自 家 用 乗 用 自 動 車 の 改 定 率 2 . 3 ％ （ Ｃ ） ＝ － １
126.0％（Ａ）

123.2％（Ｂ）

車 種 別 純 保 険 料 率
改 定 率 （注３）

Ｃ

改 定 後 の
車 種 別 予 定 損 害 率

Ｂ

2 0 2 6 契 約 年 度
車 種 別 損 害 率

Ａ車 種（注２）

0.1

123.2

123.3 営 業 用 乗 合 自 動 車

1.4124.9 自 家 用 乗 合 自 動 車

5.4129.9 
営 業 用 乗 用 自 動 車
（ 個 人 タ ク シ ー を 除 く ）

▲ 3.4119.0 
営 業 用 乗 用 自 動 車
( 個 人 タ ク シ ー )

2.3126.0 自 家 用 乗 用 自 動 車

1.8125.4 
営 業 用 貨 物 自 動 車
（ 普 通 貨 物 2 t 超 を 含 む ）

3.2127.1 
自 家 用 貨 物 自 動 車
（ 普 通 貨 物 2 t 超 を 除 く ）

4.0128.2 （ 検 査 対 象 車 ）軽 自 動 車

8.9134.2 小 型 二 輪 自 動 車

7.9132.9 （ 検 査 対 象 外 車 ）軽 自 動 車

16.8143.9 原 動 機 付 自 転 車

6.4131.1 そ の 他

3.3123.2127.3 合 計

（単位：％）
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４．改定基準料率表（１２か月契約）

（１）離島以外の地域（沖縄県を除く。）に適用する基準料率 （注）

（ 注 ） 保 険 期 間 が １ ２ か 月 以 外 で あ る 契 約 の 基 準 料 率 は 、本 表 の 基 準料 率 に 基 づ き 算 出 し て い る 。

改 定 率改 定 額改 定 基 準 料 率現 行 基 準 料 率
車 種

Ｄ＝Ｃ÷Ａ×100Ｃ＝Ｂ－ＡＢＡ

2.7 860 32,780 31,920 営 業 用乗 合 自 動 車 及 び

6.0 690 12,220 11,530 自 家 用け ん 引 旅 客 自 動 車

6.8 5,320 83,420 78,100 営 業 用 乗 用 自 動 車 Ａ

6.9 4,290 66,790 62,500 営 業 用 乗 用 自 動 車 Ｂ

6.9 3,340 51,400 48,060 営 業 用 乗 用 自 動 車 Ｃ

▲ 0.3 ▲ 110 32,850 32,960 営 業 用 乗 用 自 動 車 Ｄ

6.5 750 12,250 11,500 自 家 用 乗 用 自 動 車

4.5 1,080 25,180 24,100 最 大 積 載 量 が ２ ト ン を 超 え る も の
営 業 用普通貨物

自動車及び
けん引普通
貨物自動車

5.0 890 18,680 17,790 最 大 積 載 量 が ２ ト ン 以 下 の も の

4.9 900 19,130 18,230 最 大 積 載 量 が ２ ト ン を 超 え る も の
自 家 用

6.1 1,030 17,930 16,900 最 大 積 載 量 が ２ ト ン 以 下 の も の

5.3 840 16,670 15,830 営 業 用小 型 貨 物 自 動 車 及 び

6.7 860 13,710 12,850 自 家 用け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車

10.3 720 7,730 7,010 小 型 二 輪 自 動 車

7.5 860 12,300 11,440 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

9.9 700 7,800 7,100 検 査 対 象 外 車

9.5 660 7,630 6,970 大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車

9.8 620 6,970 6,350 緊 急 自 動 車

8.9 850 10,420 9,570 三 輪 以 上 の 自 動 車 ( 軽 自 動 車 を 除 く )商
品
自
動
車

9.6 660 7,550 6,890 小 型 二 輪 自 動 車

9.6 660 7,550 6,890 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

9.4 650 7,540 6,890 検 査 対 象 外 車

9.6 630 7,210 6,580 霊 き ゅ う 自 動 車
特
種
用
途
自
動
車

9.6 630 7,210 6,580 教 習 用 自 動 車

8.7 1,100 13,770 12,670 三 輪 以 上 の 自 動 車 ( 軽 自 動 車 を 除 く )

そ の 他
9.2 760 9,040 8,280 小 型 二 輪 自 動 車

9.2 760 9,040 8,280 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

9.2 760 9,040 8,280 検 査 対 象 外 車

10.3 550 5,870 5,320 被 け ん 引 自 動 車 （ 被 け ん 引 軽 自 動 車 を 除 く ）

10.3 550 5,870 5,320 検 査 対 象 車
被 け ん 引 軽 自 動 車

10.3 550 5,890 5,340 検 査 対 象 外 車

11.9 820 7,730 6,910 一 般
原 動 機 付 自 転 車

11.7 780 7,430 6,650 特 定 小 型

（単位：円、％）
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４．改定基準料率表（１２か月契約）

（２）離島地域（沖縄県を除く。）に適用する基準料率 （注）

（ 注 ） 保 険 期 間 が １ ２ か 月 以 外 で あ る 契 約 の 基 準 料 率 は 、本 表 の 基 準料 率 に 基 づ き 算 出 し て い る 。

改 定 率改 定 額改 定 基 準 料 率現 行 基 準 料 率
車 種

Ｄ＝Ｃ÷Ａ×100Ｃ＝Ｂ－ＡＢＡ

5.0 620 12,940 12,320 営 業 用乗 合 自 動 車 及 び

6.0 690 12,220 11,530 自 家 用け ん 引 旅 客 自 動 車

7.8 1,230 17,090 15,860 個 人 タ ク シ ー 除 く
営 業 用 乗 用 自 動 車

1.9 300 16,160 15,860 個 人 タ ク シ ー

9.0 580 7,030 6,450 自 家 用 乗 用 自 動 車

6.1 720 12,530 11,810 最 大 積 載 量 が ２ ト ン を 超 え る も の
営 業 用普通貨物

自動車及び
けん引普通
貨物自動車

7.1 740 11,120 10,380 最 大 積 載 量 が ２ ト ン 以 下 の も の

6.1 720 12,530 11,810 最 大 積 載 量 が ２ ト ン を 超 え る も の
自 家 用

7.1 740 11,120 10,380 最 大 積 載 量 が ２ ト ン 以 下 の も の

8.5 630 8,050 7,420 営 業 用小 型 貨 物 自 動 車 及 び

8.4 620 8,010 7,390 自 家 用け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車

10.1 590 6,420 5,830 小 型 二 輪 自 動 車

9.3 580 6,810 6,230 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

10.0 560 6,140 5,580 検 査 対 象 外 車

10.2 550 5,940 5,390 大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車

10.0 540 5,950 5,410 緊 急 自 動 車

9.9 540 6,010 5,470 三 輪 以 上 の 自 動 車 ( 軽 自 動 車 を 除 く )商
品
自
動
車

10.1 550 6,000 5,450 小 型 二 輪 自 動 車

10.1 550 6,000 5,450 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

10.1 550 6,020 5,470 検 査 対 象 外 車

10.3 550 5,880 5,330 霊 き ゅ う 自 動 車
特
種
用
途
自
動
車

10.3 550 5,880 5,330 教 習 用 自 動 車

9.9 590 6,540 5,950 三 輪 以 上 の 自 動 車 ( 軽 自 動 車 を 除 く )

そ の 他
10.1 540 5,910 5,370 小 型 二 輪 自 動 車

10.1 540 5,910 5,370 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

10.3 550 5,900 5,350 検 査 対 象 外 車

10.3 550 5,870 5,320 被 け ん 引 自 動 車 （ 被 け ん 引 軽 自 動 車 を 除 く ）

10.3 550 5,870 5,320 検 査 対 象 車
被 け ん 引 軽 自 動 車

10.3 550 5,890 5,340 検 査 対 象 外 車

10.4 560 5,970 5,410 一 般
原 動 機 付 自 転 車

10.2 550 5,950 5,400 特 定 小 型

（単位：円、％）
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４．改定基準料率表（１２か月契約）

（３）沖縄県（離島地域を除く。）に適用する基準料率 （注）

（ 注 ） 保 険 期 間 が １ ２ か 月 以 外 で あ る 契 約 の 基 準 料 率 は 、本 表 の 基 準料 率 に 基 づ き 算 出 し て い る 。

改 定 率改 定 額改 定 基 準 料 率現 行 基 準 料 率
車 種

Ｄ＝Ｃ÷Ａ×100Ｃ＝Ｂ－ＡＢＡ

3.2 750 24,220 23,470 営 業 用乗 合 自 動 車 及 び

6.0 690 12,220 11,530 自 家 用け ん 引 旅 客 自 動 車

7.0 3,130 47,920 44,790 個 人 タ ク シ ー 除 く
営 業 用 乗 用 自 動 車

▲ 0.3 ▲ 110 32,850 32,960 個 人 タ ク シ ー

8.0 610 8,220 7,610 自 家 用 乗 用 自 動 車

7.0 710 10,880 10,170 最 大 積 載 量 が ２ ト ン を 超 え る も の
営 業 用普通貨物

自動車及び
けん引普通
貨物自動車

7.0 710 10,880 10,170 最 大 積 載 量 が ２ ト ン 以 下 の も の

7.0 710 10,880 10,170 最 大 積 載 量 が ２ ト ン を 超 え る も の
自 家 用

7.0 710 10,880 10,170 最 大 積 載 量 が ２ ト ン 以 下 の も の

8.2 670 8,890 8,220 営 業 用小 型 貨 物 自 動 車 及 び

8.1 660 8,850 8,190 自 家 用け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車

10.2 550 5,940 5,390 小 型 二 輪 自 動 車

8.5 650 8,260 7,610 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

10.1 550 5,970 5,420 検 査 対 象 外 車

9.8 570 6,360 5,790 大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車

9.7 610 6,910 6,300 緊 急 自 動 車

9.7 620 6,990 6,370 三 輪 以 上 の 自 動 車 ( 軽 自 動 車 を 除 く )商
品
自
動
車

10.2 550 5,940 5,390 小 型 二 輪 自 動 車

10.1 550 6,000 5,450 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

10.1 550 5,970 5,420 検 査 対 象 外 車

9.9 600 6,690 6,090 霊 き ゅ う 自 動 車
特
種
用
途
自
動
車

9.9 600 6,690 6,090 教 習 用 自 動 車

9.3 690 8,140 7,450 三 輪 以 上 の 自 動 車 ( 軽 自 動 車 を 除 く )

そ の 他
9.5 680 7,820 7,140 小 型 二 輪 自 動 車

9.5 680 7,820 7,140 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

9.5 680 7,840 7,160 検 査 対 象 外 車

10.3 550 5,870 5,320 被 け ん 引 自 動 車 （ 被 け ん 引 軽 自 動 車 を 除 く ）

10.3 550 5,870 5,320 検 査 対 象 車
被 け ん 引 軽 自 動 車

10.3 550 5,890 5,340 検 査 対 象 外 車

10.4 560 5,970 5,410 一 般
原 動 機 付 自 転 車

10.2 550 5,950 5,400 特 定 小 型

（単位：円、％）
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４．改定基準料率表（１２か月契約）

（４）沖縄県の離島地域に適用する基準料率 （注）

（ 注 ） 保 険 期 間 が １ ２ か 月 以 外 で あ る 契 約 の 基 準 料 率 は 、本 表 の 基 準料 率 に 基 づ き 算 出 し て い る 。

改 定 率改 定 額改 定 基 準 料 率現 行 基 準 料 率
車 種

Ｄ＝Ｃ÷Ａ×100Ｃ＝Ｂ－ＡＢＡ

5.0 620 12,940 12,320 営 業 用乗 合 自 動 車 及 び

6.0 690 12,220 11,530 自 家 用け ん 引 旅 客 自 動 車

7.7 1,210 16,950 15,740 個 人 タ ク シ ー 除 く
営 業 用 乗 用 自 動 車

1.8 290 16,030 15,740 個 人 タ ク シ ー

9.0 580 7,030 6,450 自 家 用 乗 用 自 動 車

6.7 660 10,510 9,850 最 大 積 載 量 が ２ ト ン を 超 え る も の
営 業 用普通貨物

自動車及び
けん引普通
貨物自動車

7.5 720 10,320 9,600 最 大 積 載 量 が ２ ト ン 以 下 の も の

6.7 660 10,510 9,850 最 大 積 載 量 が ２ ト ン を 超 え る も の
自 家 用

7.5 720 10,320 9,600 最 大 積 載 量 が ２ ト ン 以 下 の も の

8.5 630 8,030 7,400 営 業 用小 型 貨 物 自 動 車 及 び

8.4 620 8,000 7,380 自 家 用け ん 引 小 型 貨 物 自 動 車

10.2 550 5,940 5,390 小 型 二 輪 自 動 車

9.9 560 6,220 5,660 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

10.1 550 5,970 5,420 検 査 対 象 外 車

10.2 550 5,940 5,390 大 型 特 殊 自 動 車 及 び 小 型 特 殊 自 動 車

10.0 540 5,950 5,410 緊 急 自 動 車

9.9 540 6,010 5,470 三 輪 以 上 の 自 動 車 ( 軽 自 動 車 を 除 く )商
品
自
動
車

10.2 550 5,940 5,390 小 型 二 輪 自 動 車

9.9 540 5,970 5,430 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

10.1 550 5,970 5,420 検 査 対 象 外 車

10.3 550 5,880 5,330 霊 き ゅ う 自 動 車
特
種
用
途
自
動
車

10.3 550 5,880 5,330 教 習 用 自 動 車

9.9 550 6,110 5,560 三 輪 以 上 の 自 動 車 ( 軽 自 動 車 を 除 く )

そ の 他
10.1 540 5,910 5,370 小 型 二 輪 自 動 車

10.1 540 5,910 5,370 検 査 対 象 車
軽 自 動 車

10.3 550 5,900 5,350 検 査 対 象 外 車

10.3 550 5,870 5,320 被 け ん 引 自 動 車 （ 被 け ん 引 軽 自 動 車 を 除 く ）

10.3 550 5,870 5,320 検 査 対 象 車
被 け ん 引 軽 自 動 車

10.3 550 5,890 5,340 検 査 対 象 外 車

10.4 560 5,970 5,410 一 般
原 動 機 付 自 転 車

10.2 550 5,950 5,400 特 定 小 型

（単位：円、％）
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５．保険期間別改定基準料率表（１２・２４・３６か月契約）

離島以外の地域（沖縄県を除く。）に適用する基準料率（注）

（ 注 ） 保 険 期 間 が １ 年 を 超 え る 契 約 の 純 保険 料 率 及 び 損 害調 査 費 は 、長 期 契 約 予定 利 息 を 年 ３ ． ０ ％ の 利 率 で 割 り 引 い て い る 。

３６か月（３年）契約２４か月（２年）契約１２か月（１年）契約

車 種 改 定 率改 定 額
改 定現 行

改 定 率改 定 額
改 定現 行

改 定 率改 定 額
改 定現 行

基準料率基準料率基準料率基準料率基準料率基準料率

Ｌ＝Ｋ÷ＩＫ＝Ｊ－ＩＪＩＨ＝Ｇ÷ＥＧ＝Ｆ－ＥＦＥＤ＝Ｃ÷ＡＣ＝Ｂ－ＡＢＡ

2.7 860 32,780 31,920 営 業 用乗合自動車及び

6.0 690 12,220 11,530 自 家 用けん引旅客自動車

6.8 5,320 83,420 78,100 営 業 用 乗 用 自 動 車 Ａ

6.9 4,290 66,790 62,500 営 業 用 乗 用 自 動 車 Ｂ

6.9 3,340 51,400 48,060 営 業 用 乗 用 自 動 車 Ｃ

▲ 0.3 ▲ 110 32,850 32,960 営 業 用 乗 用 自 動 車 Ｄ

4.2 1,000 24,690 23,690 5.2 910 18,560 17,650 6.5 750 12,250 11,500 自 家 用 乗 用 自 動 車

3.4 1,440 44,050 42,610 4.5 1,080 25,180 24,100 
最 大 積 載 量 が
２ ト ン を 超 え る も の

営

業

用

普
通
貨
物
自
動
車
及
び

け
ん
引
普
通
貨
物
自
動
車

3.8 1,130 31,240 30,110 5.0 890 18,680 17,790 
最 大 積 載 量 が
２ ト ン 以 下 の も の

3.7 1,150 32,130 30,980 4.9 900 19,130 18,230 
最 大 積 載 量 が
２ ト ン を 超 え る も の

自

家

用 4.9 1,380 29,750 28,370 6.1 1,030 17,930 16,900 
最 大 積 載 量 が
２ ト ン 以 下 の も の

3.9 1,030 27,270 26,240 5.3 840 16,670 15,830 営 業 用小 型 貨 物
自 動 車 及 び

5.4 1,090 21,430 20,340 6.7 860 13,710 12,850 自 家 用
け ん 引 小 型
貨 物 自 動 車

9.7 1,020 11,510 10,490 10.0 880 9,640 8,760 10.3 720 7,730 7,010 小 型 二 輪 自 動 車

5.6 1,310 24,830 23,520 6.4 1,120 18,660 17,540 7.5 860 12,300 11,440 検 査 対 象 車

軽 自 動 車
9.2 990 11,700 10,710 9.6 860 9,780 8,920 9.9 700 7,800 7,100 検査対象外車

（単位：円、％）
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５．保険期間別改定基準料率表（１２・２４・３６か月契約）

離島以外の地域（沖縄県を除く。）に適用する基準料率（注）

（ 注 ） 保 険 期 間 が １ 年 を 超 え る 契 約 の 純 保険 料 率 及 び 損 害調 査 費 は 、長 期 契 約 予定 利 息 を 年 ３ ． ０ ％ の 利 率 で 割 り 引 い て い る 。

３６か月（３年）契約２４か月（２年）契約１２か月（１年）契約

車 種 改 定 率改 定 額
改 定現 行

改 定 率改 定 額
改 定現 行

改 定 率改 定 額
改 定現 行

基準料率基準料率基準料率基準料率基準料率基準料率

Ｌ＝Ｋ÷ＩＫ＝Ｊ－ＩＪＩＨ＝Ｇ÷ＥＧ＝Ｆ－ＥＦＥＤ＝Ｃ÷ＡＣ＝Ｂ－ＡＢＡ

8.7 760 9,460 8,700 9.5 660 7,630 6,970 
大 型 特 殊 自 動 車 及 び
小 型 特 殊 自 動 車

8.6 740 9,310 8,570 9.1 680 8,150 7,470 9.8 620 6,970 6,350 緊 急 自 動 車

7.4 1,330 19,370 18,040 8.0 1,110 14,960 13,850 8.9 850 10,420 9,570 
三 輪 以 上 の 自 動 車
( 軽 自 動 車 を 除 く )

商

品

自

動

車

8.3 840 10,980 10,140 8.9 760 9,290 8,530 9.6 660 7,550 6,890 小 型 二 輪 自 動 車

8.3 840 10,980 10,140 8.9 760 9,290 8,530 9.6 660 7,550 6,890 検 査 対 象 車
軽 自

動 車 8.2 830 10,930 10,100 8.8 750 9,260 8,510 9.4 650 7,540 6,890 検査対象外車

8.7 690 8,620 7,930 9.6 630 7,210 6,580 霊 き ゅ う 自 動 車特

種

用

途

自

動

車

8.7 690 8,620 7,930 9.6 630 7,210 6,580 教 習 用 自 動 車

7.9 1,570 21,550 19,980 8.7 1,100 13,770 12,670 
三輪以上の自動車
(軽自動車を除く)

そ

の

他

7.8 1,110 15,340 14,230 8.3 940 12,230 11,290 9.2 760 9,040 8,280 小 型 二 輪 自 動 車

8.3 940 12,230 11,290 9.2 760 9,040 8,280 検 査 対 象 車
軽
自
動
車

7.7 1,090 15,290 14,200 8.3 940 12,210 11,270 9.2 760 9,040 8,280 検査対象外車

9.9 540 5,970 5,430 10.3 550 5,870 5,320 
被 け ん 引 自 動 車
（ 被 け ん 引 軽 自 動 車 を 除 く ）

9.9 540 5,970 5,430 10.3 550 5,870 5,320 検 査 対 象 車
被 け ん 引

軽 自 動 車 9.7 540 6,100 5,560 9.9 540 5,990 5,450 10.3 550 5,890 5,340 検査対象外車

12.9 1,310 11,480 10,170 12.5 1,070 9,630 8,560 11.9 820 7,730 6,910 一 般
原 動 機 付
自 転 車

12.9 1,210 10,610 9,400 12.4 1,000 9,040 8,040 11.7 780 7,430 6,650 特 定 小 型

（単位：円、％）
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